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 本資料では、実需給2年度前に行う容量停止計画調整時の留意事項についてご説明いたします。

 容量停止計画提出時の留意事項
 調整期間中の留意事項

１．はじめに
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容量停止計画提出時の留意事項
調整期間中の留意事項
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 容量停止計画の出力可能容量の算定方法の考え方について

 説明会資料を公表しておりますので、こちらを確認願います。
【説明会資料】(https://www.occto.or.jp/market-board/market/files/202206_youryou_teishikeikakusetsumei.pdf)

２．容量停止計画提出時の留意事項
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 容量停止計画を提出する際に特にご確認いただきたい具体例について記載します。

出力可能容量の上限
 容量停止計画として提出いただく作業月の出力可能容量は、提出している期待容量等算

定諸元一覧の「提供する各月の供給力」（アセスメント対象容量）が上限となります。

 出力可能容量の算定は応札容量では無く、期待容量等算定諸元一覧の「提供する各月
の供給力」を用いて算定ください。

２．容量停止計画提出時の留意事項（具体例）
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 容量停止計画を提出する際に特にご確認いただきたい具体例について記載します。

出力可能容量は平均で算定
 本機関が供給区域毎に指定する記載断面※②月間計画の算定期間、指定時の算定期

間として設定する「月間」、「前半」、「後半」の平均値として算定願います。
※https://www.occto.or.jp/kyoukei/teishutsu/sankoushiryou_2022.html

「2022 年度供給計画で供給区域ごとに指定する記載断面、各月毎の供給力算定期間」を参照。

【業務マニュアルp.7～8参照】
(https://www.occto.or.jp/market-board/market/files/202206_youryou_teishikeikakusetsumei.pdf)

２．容量停止計画提出時の留意事項（具体例）
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 容量停止計画を提出する際に特にご確認いただきたい具体例について記載します。

重複計上のチェック
 以下ケースの場合に重複計上とならないようご注意ください。

• 同月に複数作業がある場合
• 応札単位に複数電源がある場合

- 原則として応札単位の期待容量を各号機の設備容量で按分した容量がそれぞれの
号機の出力可能容量の上限となります（他号機停止時に増出力した場合を除く）。

【説明会資料p.9～12に上記ケースの考え方の例を記載しています】

(https://www.occto.or.jp/market-board/market/files/202206_youryou_teishikeikakusetsumei.pdf)

２．容量停止計画提出時の留意事項（具体例）



7２．容量停止計画提出時の留意事項（具体例）

4月

作業１:発電機作業

作業 期間 出力可能容量 備考

作業1 4/1～4/30 0kW 本来出力可能容量は0kWであるところ、
－1,000kWで計上されてしまう作業2 4/1～4/30 0kW

アセスメント
対象容量

1,000kW

【容量停止計画の作成例】

出力可能容量
（応札単位）

0kW

＜同月に複数作業がある場合の応札単位での出力可能容量＞

応札単位での出力可能容量
＝ Σ（各作業の出力可能容量）－アセスメント対象容量×（計画の数 ー １）

各作業の出力可能容量 ＝ アセスメント対象容量 － 停止電力

4/1～4/30停止

4/1～4/30停止

作業２:ボイラー作業

停止電力 1,000kW ※停止電力＝アセスメント対象容量－出力可能容量

作業 期間 出力可能容量 備考

作業1 4/1～4/30 0kW 停止電力がアセスメント対象容量を
超えないよう計上する作業2 4/1～4/30 1,000kW

×間違いケース（重複計上）

〇正しい計上方法（下記①、②どちらの方法も可）

①作業１、作業２をそれぞれ計画提出する場合

作業 期間 出力可能容量 考え方

作業1 4/1～4/30 0kW 2つの作業を１つに集約して提出

②作業を集約して計画提出する場合

＜間違いケース＞
同月に複数作業がある場合の

出力可能容量の重複計上

〇正しい計上方法での出力可能容量（応札単位）
①の計算式
＝(0kW + 1,000kW) － 1,000kW × （2－１）
＝0kW

②の計算式
＝(0kW) － 1,000kW × （1－１）
＝0kW

×間違いケースでの出力可能容量（応札単位）
＝（0kW ＋ 0kW） － 1,000kW × （２－１）
＝－1,000kW

■アセスメント対象容量が1,000kWで作業1、作業2に伴って1か月間停止する場合
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 容量停止計画を提出する際に特にご確認いただきたい具体例について記載します。

変動電源（単独）の対応
 変動電源（単独）の容量停止計画を提出する際は、停止電力量の反映は不要です。

「出力可能容量＝当該月のアセスメント対象容量」としてご提出願います。
※停止電力が0kWの場合でも作業計画把握のため、容量停止計画の提出は必要です

【説明会資料p.7に関連事項記載】

(https://www.occto.or.jp/market-board/market/files/202206_youryou_teishikeikakusetsumei.pdf)

２．容量停止計画提出時の留意事項（具体例）
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 容量停止計画を提出する際に特にご確認いただきたい具体例について記載します。

純揚水の対応
 出力可能容量の算定は応札容量では無く、期待容量等算定諸元一覧の「各月の管理容

量」を用います。各月の管理容量に、作業および作業を考慮した運転継続時間から求めた
調整係数を乗じ、出力可能量を算定ください。

２．容量停止計画提出時の留意事項（具体例）



10

 容量停止計画を提出する際に特にご確認いただきたい具体例について記載します。

作業開始終了年月日は年度内
 対象年度内(2024年度)の作業であることを確認願います。

• 対象年度以外の期間の容量停止計画は今回提出いただく必要はありません。

• 対象実需給年度:2025年度の容量停止計画は、来年度に提出してください。

• 例えば、2024/12/1～2025/4/30までの容量停止計画は、
2024/12/1～2025/3/31までを今回提出し、2025/4/1以降は来年度の提出となります

２．容量停止計画提出時の留意事項（具体例）
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容量停止計画作成時の留意事項
調整期間中の留意事項
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 調整不調電源の判定基準について

 調整不調電源の判定はEUE評価を用いて供給信頼度の評価を行います。
 その際、わかりやすさの観点からSTEP1では作業可能容量を基準としました。STEP2以降では
EUEを判定基準とすることとなっています。

 各STEP終了時点で供給信頼度の基準を満たしている月に容量停止計画を提出している電源
は、調整不調電源の対象外として登録されます。

 調整不調電源の対象外として登録された電源を作業調整した場合は、調整不調電源の対象外
として登録された状態が一旦無効となり、STEP終了時点で再度判定を行います。

３．容量停止計画調整時の留意事項

容量停止計画の調整先として選択可能な期間調整可能な電源調整不調電源の判定基準

全期間に自由に変更可能

供給信頼度に影響を与える月の停止電力が
現状より増加する変更はできない原則調整不調電源

全電源

全電源

個別調整対象の電源 個別調整により判断

作業可能容量

EUE

EUE

EUE 供給信頼度に影響を与える月の停止電力が
現状より増加する変更はできない

STEP3

STEP1

STEP2

STEP4
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 容量停止計画調整時【STEP1】の留意事項

 STEP1の調整期間途中においては、容量市場システム上の調整不調電源情報には一律で
「調整不調対象外」の仮結果が表示されます。

 調整期間の各STEP終了時点で、各STEP終了時点での調整不調電源の判定結果が容量
システム上で更新・登録されます。

 各STEP終了時点での調整不調電源の判定結果として、調整不調電源の「対象」と判定され
た場合、調整不調電源情報は、以下のように表示されます。

 「日数」、「減額率[%]」:作業調整の結果に基づく結果

 「広域機関判定結果」 :空白

３．容量停止計画調整時の留意事項
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以下、参考
これまでの整理まとめ資料



15（参考）容量停止計画の調整
STEP１の調整について

第30回容量市場の
在り方等に関する
検討会資料より

 STEP1では、最初のSTEPのため調整対象電源が多いことから、容量提供事業者が調整実施を判
断しやすいように、各月の調達量から必要供給力を差し引いた容量を基準として提示し、調整を行う。

 STEP1終了時点で、基準を満たすエリアや月に行う容量停止計画は、調整不調電源の対象外とし
て登録する。
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 STEP2では、全ての電源を対象に変更は可能としつつ、より厳密に見ていくため、EUE評価を基準と
し、供給信頼度に影響を与える月への計画変更は不可とすることで、調整対象を収束させていく。

 STEP2終了時点で、基準を満たすエリアや月に行う容量停止計画は、調整不調電源の対象外とし
て登録する。

（参考）容量停止計画の調整
STEP２の調整について

第30回容量市場の
在り方等に関する
検討会資料より
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 STEP3では、調整不調電源となっている電源のみを調整の対象とし、調整が必要な計画を絞り込み
ながら、STEP3終了時点において各電源の調整の完了を目指していく。

 STEP3終了時点で、基準を満たすエリアや月に行う容量停止計画は、調整不調電源の対象外とし
て登録する。

（参考）容量停止計画の調整
STEP３の調整について

第30回容量市場の
在り方等に関する
検討会資料より


